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４．第三中学校区 

（１）現状と課題 

 第三中学校区は、星田小学校、妙見坂小学校、旭小学校、第三中学校の３小１中で構成されてい

ます。 

各学校の学校規模は、第三中学校については、推計上、平成 57年度まで適正な学校規模で推移

すると見込まれています。しかしながら、星田小学校、妙見坂小学校、旭小学校については、平成

30 年度時点では適正規模ですが、大規模な住宅開発等の影響を考慮しない場合、平成 57 年度ま

でには、小規模化する見込みとなっています。 

一方、学校施設は、すべての学校で、大部分の建物が平成 30年度時点において築後 40年以上

経過しています。特に、星田小学校では、築後 50年以上経過した建物があるなど、学校施設の老

朽化は各校で課題となっています。 

 また、星田小学校区（第三中学校区）と藤が尾小学校区（第四中学校区）にまたがる星田駅北地

域では、大規模な住宅開発が計画されており、当該住宅開発の影響により、児童生徒数が大きく増

加すると見込まれます。この住宅開発の影響により、星田小学校では適正規模を上回るような学校

規模になることはないと見込まれますが、現状の学校施設では教室数が不足するおそれがあるなど

の課題があります。 

 第三中学校区では、上述の星田駅北地域の大規模住宅開発の他にも、旭小学校区の星田西地域で、

戸建て住宅 26戸、低層集合住宅 1棟の住宅開発が計画されています。 

 

図表 第三中学校区の位置図 
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①児童生徒数・学級数の将来推計（大規模な住宅開発の影響は考慮しない場合） 

 

 

 

 

年度 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41

生徒数 627 633 587 550 502 498 488 483 463 445 416 409 401 394

学級数 18 17 15 15 14 14 13 12 12 12 12 12 12 12

児童数 362 341 322 308 289 279 275 269 273 267 268 247 247 247

学級数 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

児童数 376 366 367 376 373 375 373 342 326 313 301 292 280 288

学級数 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

児童数 374 356 358 341 334 336 311 284 277 275 264 256 255 255

学級数 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

※H28～H30については、各年5月1日の実数

※児童生徒数には、支援学級児童生徒数含む。

※学級数には支援学級数を含まない。
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平成 30年５月時点 

 

 

 

 

H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50 H51 H52 H53 H54 H55 H56 H57

386 377 366 355 344 333 324 317 313 308 303 298 293 289 285 282

12 11 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

240 234 228 222 217 213 209 205 201 198 196 193 191 188 186 184

11 10 9 8 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

291 284 277 270 263 256 251 245 241 237 234 231 228 225 222 219

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 10 9 8 7

244 237 232 227 222 217 213 209 205 202 199 197 194 192 190 187

12 11 10 9 8 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50 H51 H52 H53 H54 H55 H56 H57
（年度）

児童生徒数（第三中学校区） 生徒数（第三中）

児童数（星田小）

児童数（妙見坂小）

児童数（旭小）

（第三中）
333

303
（第三中）

（第三中）
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学校規模適正化基本方針 （望ましい学校規模について）
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②学校施設の諸元 

 

 

星田小学校

10,232㎡

6,215㎡
4,916㎡

1961（S36）年　（建築後56年）

1966（S41）年　（建築後51年）
○
○

24年　（建替時期：平成53年）
29年　（建替時期：平成58年）

44
91

※１　校舎の建築年度は棟別に異なるため、延床面積1,000㎡以上
　　　 の棟のうち、もっとも古い棟の建築年度を記載している。

※２　健全度評価は、平成30年10月末時点における、
　　　 各棟で②の部位ごとに、①の種別で評価し、
　　　 ③の式で健全度を評価。

※３　校舎の健全度評価は、下の式にて算出。

敷地面積 22,384㎡

建築年度 校舎※1

運動場面積
延床面積

10,402㎡
8,788㎡

体育館

1974（S49）年　（建築後43年）

1975（S50）年　（建築後42年）

健全度

評価※２ 体育館
59

長寿命化した場

合の残存年数

長寿命化
判定

校舎

校舎
体育館
校舎

体育館

100

37年　（建替時期：平成66年）
―

○
×

｛面積（棟１）×健全度（棟１）＋・・・＋面積（棟n）×健全度（棟n）｝ = 校舎の健全度
　面積（棟１＋・・・＋棟n）

第三中学校
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H30.3時点

星田小学校

10,232㎡

6,215㎡
4,916㎡

1961（S36）年　（建築後56年）

1966（S41）年　（建築後51年）
○
○

24年　（建替時期：平成53年）
29年　（建替時期：平成58年）

44
91

①部位の健全度 ②部位のコスト配分 ③健全度

※100点満点にするためにコスト配分の

　 合計値で割っている。

※健全度は、数値が大きいほど健全、

　 数値が小さいほど劣化が進んでいる

　 ことを示す。

A： 概ね良好

B： 安全上、機能上、問題なし

C： 安全上、機能上、劣化の兆しがみられる

D： 劣化の程度が大きく、安全上、機能上、問題があり、早急に対応する必要がある

A 100 １　屋根・屋上 7.2 評価対象部位がオールAの点数

評価 健全度 部位 コスト配分 総和（部位の健全度×部位のコスト配分）

B 75 ２　外壁 14.9

C 40 ３　内部仕上げ 22.4

６　空調設備 1.0

７　昇降機その他 0.5

計 60.0

D 10 ４　電気設備 8.0

５　給排水設備 6.0

1974（S49）年　（建築後43年） 1977（S52）年　（建築後40年）
○ ○

妙見坂小学校 旭小学校

24,524㎡ 18,655㎡（第三給食センター跡地1,322㎡あり）

10,018㎡
5,862㎡ 5,200㎡

1973（S48）年　（建築後44年） 1976（S51）年　（建築後41年）

9,835㎡

72 69
31 30

×
36年　（建替時期：平成65年） 39年　（建替時期：平成68年）

― ―

×
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③校区・地区・通学距離 

 

 

（２）第三中学校への通学距離

（５）旭小学校への通学距離

（１）第三中学校区の地区図・小学校区図

（４）妙見坂小学校への通学距離
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H30.3時点

（２）第三中学校への通学距離

（５）旭小学校への通学距離

（３）星田小学校への通学距離

小学校

中学校

2km以内を基本とし、3km以内を許容範囲

3km以内を基本とし、4km以内を許容範囲

学校規模適正化基本方針 （望ましい通学距離について）

【地域の課題】

星田地区・・・星田北７丁目を除く、星田北地域は藤が尾小学

校区（第四中学校区）であるなど、４小学校区、

２中学校区にまたがっている。

南星台地区・・・大部分は妙見坂小学校区であるが、一部星田

小学校区であり、２小学校区にまたがっている。
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④星田駅北地域の大規模住宅開発 

 星田小学校区（第三中学校区）と藤が尾小学校区（第四中学校区）にまたがる星田北６～９丁目

の星田駅北地域では、土地区画整理事業の中で、平成 29 年３月時点で戸建て住宅 350 戸、分譲

マンション２棟 310戸の住宅開発が計画されています。 

 当該住宅開発の影響により児童生徒数の大幅な増加が見込まれており、学校区に当該住宅開発地

域が含まれる星田小学校や藤が尾小学校では、学校規模が適正規模を上回るようなことはないと見

込まれますが、現状の学校施設では、将来児童数の増加や学級数の増加により、教室数が不足する

おそれがあります。 

 また、第三中学校や第四中学校では、当該開発地域では大幅な生徒数の増加が見込まれますが、

中学校区全体でみると、生徒数は一時的に増加に転じる見込みですが、長期的には減少傾向が続く

ものと見込まれます。 

 

※住宅開発地域の児童生徒数推計については、単純に当該住宅開発地域で増加すると見込まれる児童生徒数の推計をした

ものである。したがって、学校別の推計において市内移動による当該住宅開発地域以外の児童生徒数の減少などの要因

は加味していない。 

 

 

図表 星田駅北地域の住宅開発地域及び当該住宅開発の影響で増加が見込まれる児童生徒数推計 
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○本市の過去の住宅開発を見ると、住宅購入者の約４割が市内移動による転居となっている。 

※ただし、上述の市内移動率は、本市の過去の住宅開発（一団で 10 戸以上の開発）をもとに算出しており、

星田駅北地域のように一団で数百戸の住宅開発について調査したものではない。 

○市内移動者の割合が大きい場合、当該住宅開発地域以外の地域で児童生徒数が減少し、他の学校

区で小規模化が進むことが懸念される。 
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（２）学校適正配置の考え方と配置案 

①学校適正配置の考え方 

 第三中学校区の学校適正配置を考える上では、星田駅北地域の住宅開発の影響が非常に大きく、

当該住宅開発については、今後の児童生徒数の推計に大きな影響を与える要因となっています。 

 この住宅開発地域は、星田小学校区と藤が尾小学校区にまたがっており、星田小学校では住宅開

発の影響を加味すると、今後も適正な学校規模で推移すると見込まれます。しかしながら、星田小

学校は、市立小・中学校の中で、敷地面積及び学校施設の建物延床面積が最も小さい学校となって

いるため、住宅開発の影響により、児童数や学級数が増加した場合、現状の学校施設では、教室数

が不足するおそれがあります。また、現状の学校区の場合、新しい一団の住宅開発地域が２小学校

区（２中学校区）にまたがることとなります。このようなことから、第三中学校区の適正配置を考

える上では、住宅開発のある星田駅北地域の学校区についても、あわせて考える必要があります。

しかしながら、星田駅北地域の住宅開発については、住宅開発の戸数や分譲時期などが、明確には

決まっていません。 

したがって、第三中学校区の適正配置を考える上では、星田駅北地域の住宅開発の動向を注視し

つつ、考えられる星田駅北地域の学校区のパターンごとに、将来にわたって子どもたちにとって望

ましいと考えられる教育環境を確保できる学校配置を考える必要があります。 

 また、第三中学校区では、山手地域が含まれることなどから通学路に高低差がある地域があるた

め、通学面においては距離だけでなく高低差についても配慮する必要があります。 

 

 

図表 星田駅北地域の考えられる学校区 

 

 大規模住宅開発が見込まれる星田駅北（星田北６～９丁目）の学校区については、当該開発

地域の所在地から児童生徒の通学面などを考慮すると、以下①～⑥のような学校区のパターン

が考えられる。 

第三中学校区と第四中学校区に分かれる場合 

①星田北７丁目 ⇒ 星田小学校区、星田北６，８，９丁目 ⇒ 藤が尾小学校区 

（①は、現状の学校区） 

②星田北７丁目 ⇒ 旭小学校区、星田北６，８，９丁目 ⇒ 藤が尾小学校区 

すべて第三中学校区とする場合 

③星田北６～９丁目 ⇒ 星田小学校区 

④星田北６～９丁目 ⇒ 旭小学校区 

⑤星田北７丁目 ⇒ 星田小学校区、星田北６，８，９丁目 ⇒ 旭小学校区 

 または、 

 星田北７丁目 ⇒ 旭小学校区、星田北６，８，９丁目 ⇒ 星田小学校区 

すべて第四中学校区とする場合 

⑥星田北６～９丁目 ⇒ 藤が尾小学校区 
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②学校適正配置の配置案 

 第三中学校区の学校適正配置案については、星田駅北地域の住宅開発地域の学校区とあわせて考

える必要があることから、星田駅北地域の考えられる学校区のパターンごとに、配置案を作成して

います。 

 星田駅北地域の住宅開発を考慮しない場合、将来、第三中学校区内の星田小学校、妙見坂小学校、

旭小学校の３小学校すべてが小規模化すると見込まれていますが、星田駅北地域の住宅開発地域の

一部を星田小学校区とする場合にあっては、星田小学校は将来も適正な学校規模を維持する見込み

となっています。また、星田駅北地域の住宅開発地域の一部もしくはすべてを旭小学校区とする場

合にあっては、旭小学校は将来も適正な学校規模を維持する見込みとなっています。 

なお、妙見坂小学校については、星田駅北地域の住宅開発の影響を直接受けないため、今後妙見

坂小学校区にて大規模な住宅開発等がない場合は、小規模化すると見込まれています。 

 以上のことから、第三中学校区の学校適正配置については、星田駅北地域の住宅開発の状況を注

視しつつ、いずれの学校も適正規模を確保し、将来にわたって望ましいと考えられる教育環境を確

保できる学校配置を検討していく必要があります。 

 第三中学校区の学校適正配置案では、学校規模適正化の方策として、校区変更又は学校統合をす

る配置案が考えられます。 

 校区変更については、星田駅北地域の住宅開発地域を星田小学校、旭小学校、藤が尾小学校（第

四中学校区）のいずれの学校区とするかによって配置案を作成しています。 

学校統合については、小学校同士での統合を行う配置案（学校統合案）と小学校だけでなく中学校

も統合し、小中一貫校を設置する配置案（小中学校統合案）の２種類を作成しています。 

 また、以下の教育環境上望ましくないと考えられるデメリットを含む配置案については、望まし

い配置案とは考えにくいことから、「図表 第三中学校区の適正配置案（一覧表）」では、配置案の

案名称に斜線を引き、当該デメリットについては、赤字での表記としています。 

 

 

図表 教育環境上望ましくないと考えられるデメリット 

 

①児童の通学上、他の学校施設のすぐそばを通過して、遠くの学校へ通学するような場合 

②児童の通学上、他の小学校区をまたいでの通学、または、他の小学校区を大きく迂回して通学

するような場合 

 

※後述の「図表 学校適正配置案の評価表」では、教育環境上望ましくないと考えられるようなデメリットを含む配置案

については、評価から除外しています。 
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図表 第三中学校区の適正配置案（一覧表）（１） 

 

 

 

校区変更
案(1)

１．星田小学校区の一部を、妙見坂小学
校区、旭小学校区へ校区変更

―
・将来的にも、第三中学校区の
各学校で、適正規模を維持する
ことは可能と考えられる。

・星田北7丁目の影響による児童数の増加
が推計予測を下回った場合には、星田小
学校が小規模化するおそれがある。
・地域コミュニティに大きな影響を与えるお
それがある。
（・星田北7丁目の影響による児童の増加を
注視しながら、実施する必要がある。）

学校統合
案(1)

星田
小学校
敷地

・課題②が解消される。

・星田小学校敷地は比較的敷地面積が小
さい。
・通学距離が延びる地域がある。
（最長約2.0km）
・課題③が残る。

学校統合
案(2)

妙見坂
小学校
敷地

・課題②が解消される。
・妙見坂小学校敷地は比較的敷
地面積が大きい。

・通学距離が延びる地域がある。
（最長約1.6km）
（星田5丁目や星田北7丁目などの地域で
は、すぐ近くにある旭小学校を通過しての
通学になる）
・課題③が残る。

学校統合
案(3)

星田
小学校
敷地

・課題③が解消される。
・学校間の距離が近接している
ため、通学距離が大きく延びる
地域がない。（最長約2.2km）

・星田小学校敷地は比較的敷地面積が小
さい。
・課題②が残る。

学校統合
案(4)

旭
小学校
敷地

・課題③が解消される。
・学校間の距離が近接している
ため、通学距離が大きく延びる
地域がない。（最長約1.9km）
・隣接する旧給食センター敷地
（1.322㎡）の活用が可能。

・課題②が残る。

学校統合
案(5)

妙見坂
小学校
敷地

・課題②及び③が解消される。
・妙見坂小学校敷地は比較的敷
地面積が大きい。

・通学距離が2kmを超える地域がある。
（最長約2.6km）（星田4丁目や星田6丁目な
どの地域では、すぐ近くにある星田小学校
を通過しての通学となる。）
・他の小学校区をまたいでの、または、迂
回しての通学となる地域がある。

学校統合
案(6)

旭
小学校
敷地

・課題②及び③が解消される。
・隣接する旧給食センター敷地
（1.322㎡）の活用が可能。

・通学距離が2kmを超える地域がある。
（最長約2.4km）
・他の小学校区をまたいでの、または、迂
回しての通学となる地域がある。

学校統合
案(7)

星田
小学校
敷地

・課題②及び③が解消される。

・（新）小学校で長期的に適正規模を上回る
見込みである。
・通学距離が2kmを超える地域がある。
（最長約2.2km）
・星田小学校敷地は比較的敷地面積が小
さい。

学校統合
案(8)

妙見坂
小学校
敷地

・課題②及び③が解消される。
・妙見坂小学校敷地は比較的敷
地面積が大きい。

・（新）小学校で長期的に適正規模を上回る
見込みである。
・通学距離が2kmを超える地域がある。
（最長約2.6km）

学校統合
案(9)

旭
小学校
敷地

・課題②及び③が解消される。
・隣接する旧給食センター敷地
（1.322㎡）の活用が可能。

・（新）小学校で長期的に適正規模を上回る
見込みである。
・通学距離が2kmを超える地域がある。
（最長約2.1km）

小中学校
統合案

(1)

星田小学校・妙見坂小学校・
第三中学校を統合

※星田北7丁目の影響による児童生徒数
の増加が著しい場合は、学校統合に先立っ
て星田小学校の増床が必要となる可能性
がある。（適正規模の範囲内となるように学
校統合を実施する必要があるため。）

第三
中学校
敷地

・課題②が解消される。
・第三中学校敷地は比較的敷地
面積が大きい。

・通学距離が延びる地域がある。
（最長約1.5km）
（星田7丁目などの地域では、すぐ近くにあ
る(新）小中学校を通過しての通学となる。）
・課題③が残る。

小中学校
統合案

(2)

妙見坂小学校・旭小学校・
第三中学校の統合

第三
中学校
敷地

・課題②及び③が解消される。
・第三中学校敷地は比較的敷地
面積が大きい。

・通学距離が延びる地域がある。
（最長約2.0km）
（星田8丁目などの地域では、すぐ近くにあ
る(新）小中学校を通過しての通学となる。）

小中学校
統合案

(3)

星田小学校・妙見坂小学校・
旭小学校・第三中学校を統合

※星田北7丁目の影響による児童生徒数
の増加が著しい場合は、学校統合に先立っ
て星田小学校の増床が必要となる可能性
がある。（適正規模の範囲内となるように学
校統合を実施する必要があるため。）

第三
中学校
敷地

・課題②及び③が解消される。
・第三中学校敷地は比較的敷地
面積が大きい。
・小中一貫教育の成果を認識し
やすい教育環境が確保できる。

・（新）小中学校で長期的に適正規模を上
回る見込みである。
・通学距離が延びる地域がある。
（最長約2.0km）

星田小学校・妙見坂小学校・
旭小学校を統合

※星田北7丁目の影響による児童生徒数
の増加が著しい場合は、学校統合に先立っ
て星田小学校の増床が必要となる可能性
がある。（適正規模の範囲内となるように学
校統合を実施する必要があるため。）

星田北7丁目
⇒ 星田小学
校区

星田北6,8,9
丁目
⇒ 藤が尾小
学校区

※星田北8,9
丁目には住
宅建設予定
なし

①
将来的な
星田小学校
の小規模化

②
将来的な
妙見坂小学校
の小規模化

③
将来的な
旭小学校
の小規模化

④
学校施設の
老朽化
（特に、星田小学
校施設の老朽化
が進んでいる。）

※④については、
学校の適正配置
を検討する際に、
校区変更や学校
統合などの時期
の検討に関わり
がある。
施設の改修につ
いては、管理計画
で検討する。

メリット デメリット

星田小学校・妙見坂小学校を統合

※星田北7丁目の影響による児童生徒数
の増加が著しい場合は、学校統合に先立っ
て星田小学校の増床が必要となる可能性
がある。（適正規模の範囲内となるように学
校統合を実施する必要があるため。）

星田小学校・旭小学校を統合

※星田北7丁目の影響による児童生徒数
の増加が著しい場合は、学校統合に先立っ
て星田小学校の増床が必要となる可能性
がある。（適正規模の範囲内となるように学
校統合を実施する必要があるため。）

妙見坂小学校・旭小学校を統合

案名称

大規模開発
が見込まれ

ている
星田駅北の
小学校区

現状の課題
（星田駅北の影響によ
り、解消される見込み
の課題は、取り消し線

により記載）

学校の適正配置までの動き
統合後の
学校の
位置
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図表 第三中学校区の適正配置案（一覧表）（２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校区変更
案

(2)-①

１．旭小学校区の一部を、星田小学校区
へ校区変更
２．星田小学校区の一部を妙見坂小学校
区へ校区変更
３．星田小学校区の一部を旭小学校区へ
校区変更

―
・将来的にも、各学校で適正規
模を維持できる可能性がある。

・校区変更箇所が多いため、将来、各学校
が適正規模を確保することができるかの推
計が困難である。
・今後さらなる校区変更の可能性がある。
・地域コミュニティに大きな影響を与えるお
それがある。

校区変更
案

(2)-②

１．旭小学校区の一部を、星田小学校区、
妙見坂小学校区へ校区変更
２．星田小学校区の一部（南星台）を妙見
坂小学校区へ校区変更

―
・将来的にも、各学校で適正規
模を維持することは可能と考え
られる。

・他の小学校区をまたいでの通学となる地
域がある。
・星田小学校や妙見坂小学校では、将来的
に再度小規模化するおそれがある。
・地域コミュニティに大きな影響を与えるお
それがある。

学校統合
案(10)

星田
小学校
敷地

・課題①及び②が解消される。

・星田小学校敷地は比較的敷地面積が小
さい。
・通学距離が延びる地域がある。
（最長約2.0km）
・他の小学校区をまたいでの、または、大き
く迂回しての通学となる地域がある。

学校統合
案(11)

妙見坂
小学校
敷地

・課題①及び②が解消される。
・妙見坂小学校敷地は比較的敷
地面積が大きい。

・通学距離が延びる地域がある。
（最長約1.5km）
（星田5丁目などの地域では、すぐ近くにあ
る旭小学校を通過しての通学になる）。
・他の小学校区をまたいでの、または、大き
く迂回しての通学となる地域がある。

学校統合
案(7)

※前述の学
校統合案(7)
と最終的に

同じ

星田
小学校
敷地

・課題①及び②が解消される。

・（新）小学校で長期的に適正規模を上回る
見込みである。
・通学距離が2kmを超える地域がある。
（最長約2.2km）
・星田小学校敷地は比較的敷地面積が小
さい。

学校統合
案(8)

※前述の学
校統合案(8)
と最終的に

同じ

妙見坂
小学校
敷地

・課題①及び②が解消される。
・妙見坂小学校敷地は比較的敷
地面積が大きい。

・（新）小学校で長期的に適正規模を上回る
見込みである。
・通学距離が2kmを超える地域がある。
（最長約2.6km）

学校統合
案(9)

※前述の学
校統合案(9)
と最終的に

同じ

旭
小学校
敷地

・課題①及び②が解消される。
・隣接する旧給食センター敷地
（1.322㎡）の活用が可能。

・（新）小学校で長期的に適正規模を上回る
見込みである。
・通学距離が2kmを超える地域がある。
（最長約2.1km）

小中学校
統合案

(4)

星田小学校・妙見坂小学校・
第三中学校を統合

第三
中学校
敷地

・課題①及び②が解消される。
・第三中学校敷地は比較的敷地
面積が大きい。

・通学距離が延びる地域がある。
（最長約1.5km）
（星田7丁目などの地域では、すぐ近くにあ
る(新）小中学校を通過しての通学となる。）
・他の小学校区をまたいでの、または、大き
く迂回しての通学となる地域がある。

小中学校
統合案

(3)

※前述の小
中学校統合
案(3)と最終
的に同じ

星田小学校・妙見坂小学校・
旭小学校・第三中学校を統合

※星田北7丁目の影響による児童生徒数
の増加が著しい場合は、学校統合に先立っ
て旭小学校の増床が必要となる可能性が
ある。（適正規模の範囲内となるように学校
統合を実施する必要があるため。）

第三
中学校
敷地

・課題①及び②が解消される。
・第三中学校敷地は比較的敷地
面積が大きい。
・小中一貫教育の成果を認識し
やすい教育環境が確保できる。

・（新）小中学校で長期的に適正規模を上
回る見込みである。
・通学距離が延びる地域がある。
（最長約2.0km）

メリット デメリット案名称

大規模開発
が見込まれ

ている
星田駅北の
小学校区

現状の課題
（星田駅北の影響によ
り、解消される見込み
の課題は、取り消し線

により記載）

学校の適正配置までの動き
統合後の
学校の
位置

星田小学校・妙見坂小学校を統合

星田小学校・妙見坂小学校・
旭小学校を統合

※星田北7丁目の影響による児童生徒数
の増加が著しい場合は、学校統合に先立っ
て旭小学校の増床が必要となる可能性が
ある。（適正規模の範囲内となるように学校
統合を実施する必要があるため。）

星田北7丁目
⇒ 旭小学校
区

星田北6,8,9
丁目
⇒ 藤が尾小
学校区

※星田北8,9
丁目には住
宅建設予定
なし

①
将来的な
星田小学校の
小規模化

②
将来的な
妙見坂小学校の
小規模化

③
将来的な
旭小学校の
小規模化

④
学校施設の
老朽化
（特に、星田小学
校施設の老朽化
が進んでいる。）

※④については、
学校の適正配置
を検討する際に、
校区変更や学校
統合などの時期
の検討に関わり
がある。
施設の改修につ
いては、管理計画
で検討する。
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図表 第三中学校区の適正配置案（一覧表）（３） 

 
 

 

 

 

 

校区変更
案(3)

１．星田小学校区の一部を妙見坂小学校
区、旭小学校区へ校区変更

―
・将来的にも、各学校で適正規
模を維持することは可能と考え
られる。

・地域コミュニティに大きな影響を与えるお
それがある。

学校統合
案(12)

妙見坂
小学校
敷地

・課題②及び③が解消される。
・妙見坂小学校敷地は比較的敷
地面積が大きい。

・通学距離が2kmを超える地域がある。
（最長約2.6km）（星田4丁目や星田6丁目な
どの地域では、すぐ近くにある星田小学校
を通過しての通学となる。）
・他の小学校区をまたいでの、または、大き
く迂回しての通学となる地域がある。

学校統合
案(13)

旭
小学校
敷地

・課題②及び③が解消される。
・隣接する旧給食センター敷地
（1.322㎡）の活用が可能。

・通学距離が2kmを超える地域がある。
（最長約2.4km）
・他の小学校区をまたいでの、または、大き
く迂回しての通学となる地域がある。

小中学校
統合案

(5)

妙見坂小学校・旭小学校・
第三中学校を統合

第三
中学校
敷地

・課題②及び③が解消される。
・第三中学校敷地は比較的敷地
面積が大きい。

・通学距離が延びる地域がある。
（最長約2.0km）
（星田8丁目などの地域では、すぐ近くにあ
る(新）小中学校を通過しての通学となる。）

小中学校
統合案

(6)

星田小学校・妙見坂小学校・
旭小学校・第三中学校を統合

※星田北6,7丁目の影響による児童生徒数
の増加が著しい場合は、学校統合に先立っ
て星田小学校の増床が必要となる可能性
がある。（適正規模の範囲内となるように学
校統合を実施する必要があるため。）

第三
中学校
敷地

・課題②及び③が解消される。
・第三中学校敷地は比較的敷地
面積が大きい。
・小中一貫教育の成果を認識し
やすい教育環境が確保できる。

・（新）小中学校で、長期的に適正規模を上
回る見込みである。
・通学距離が延びる地域がある。
（最長約2.0km）

校区変更
案

(4)-①

１．旭小学校区の一部を、星田小学校区
へ校区変更
２．星田小学校区の一部を妙見坂小学校
区へ校区変更
３．星田小学校区の一部を旭小学校区へ
校区変更

―
・将来的にも、各学校で適正規
模を維持できる可能性がある。

・校区変更箇所が多いため、将来、各学校
が適正規模を確保することができるかの推
計が困難である。
・今後さらなる校区変更の可能性がある。
・地域コミュニティに大きな影響を与えるお
それがある。

校区変更
案

(4)-②

１．旭小学校区の一部を、星田小学校区、
妙見坂小学校区へ校区変更
２．星田小学校区の一部（南星台）を妙見
坂小学校区へ校区変更

―
・将来的にも、各学校で適正規
模を維持することは可能と考え
られる。

・他の小学校区をまたいでの通学となる地
域がある。
・星田小学校や妙見坂小学校では、将来的
に再度小規模化するおそれがある。
・地域コミュニティに大きな影響を与えるお
それがある。

学校統合
案(14)

星田
小学校
敷地

・課題①及び②が解消される。

・星田小学校敷地は比較的敷地面積が小
さい。
・通学距離が延びる地域がある。
（最長約2.0km）
・他の小学校区をまたいでの通学となる地
域がある。

学校統合
案(15)

妙見坂
小学校
敷地

・課題①及び②が解消される。
・妙見坂小学校敷地は比較的敷
地面積が大きい。

・通学距離が延びる地域がある。
（最長約1.5km）（星田5丁目や星田北7丁目
などの地域では、すぐ近くにある旭小学校
を通過しての通学になる。）
・他の小学校区をまたいでの通学となる地
域がある。

小中学校
統合案

(7)

星田小学校・妙見坂小学校・
第三中学校を統合

第三
中学校
敷地

・課題①及び②が解消される。
・第三中学校敷地は比較的敷地
面積が大きい。

・通学距離が延びる地域がある。
（最長約1.5km）
（星田7丁目などの地域では、すぐ近くにあ
る(新）小中学校を通過しての通学となる。）
・他の小学校区をまたいでの通学となる地
域がある。

小中学校
統合案

(6)

※前述の小
中学校統合
案(6)と最終
的に同じ

星田小学校・妙見坂小学校・
旭小学校・第三中学校を統合

※星田北6,7丁目の影響による児童生徒数
の増加が著しい場合は、学校統合に先立っ
て旭小学校の増床が必要となる可能性が
ある。（適正規模の範囲内となるように学校
統合を実施する必要があるため。）

第三
中学校
敷地

・課題①及び②が解消される。
・第三中学校敷地は比較的敷地
面積が大きい。
・小中一貫教育の成果を認識し
やすい教育環境が確保できる。

・（新）小中学校で、長期的に適正規模を上
回る見込みである。
・通学距離が延びる地域がある。
（最長約2.0km）

案名称

大規模開発
が見込まれ

ている
星田駅北の
小学校区

現状の課題
（星田駅北の影響によ
り、解消される見込み
の課題は、取り消し線

により記載）

学校の適正配置までの動き
統合後の
学校の
位置

妙見坂小学校・旭小学校を統合

星田小学校・妙見坂小学校を統合

メリット デメリット

星田北6,7,8,9
丁目
⇒星田小学
校区

※星田北8,9
丁目には住
宅建設予定
なし

①
将来的な
星田小学校の
小規模化

②
将来的な
妙見坂小学校の
小規模化

③
将来的な
旭小学校の
小規模化

④
学校施設の
老朽化
（特に、星田小学
校施設の老朽化
が進んでいる。）

※④については、
学校の適正配置
を検討する際に、
校区変更や学校
統合などの時期
の検討に関わり
がある。
施設の改修につ
いては、管理計画
で検討する。

星田北6,7,8,9
丁目
⇒旭小学校
区

※星田北8,9
丁目には住
宅建設予定
なし

①
将来的な
星田小学校の
小規模化

②
将来的な
妙見坂小学校の
小規模化

③
将来的な
旭小学校の
小規模化

④
学校施設の
老朽化
（特に、星田小学
校施設の老朽化
が進んでいる。）

※④については、
学校の適正配置
を検討する際に、
校区変更や学校
統合などの時期
の検討に関わり
がある。
施設の改修につ
いては、管理計画
で検討する。
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図表 第三中学校区の適正配置案（一覧表）（４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

校区変更
案(5)

１．星田小学校区の一部を妙見坂小学校
区へ校区変更
２．旭小学校区の一部を妙見坂小学校校
区へ校区変更

―
・将来的にも、各学校で適正規
模を維持することは可能と考え
られる。

・星田北7丁目次第では、星田小学校が小
規模化するおそれがある。
・他の小学校区をまたいでの通学となる地
域がある。
・地域コミュニティに大きな影響を与えるお
それがある。

校区変更
案

(6)-①

１．星田小学校区の一部を妙見坂小学校
区へ校区変更
２．旭小学校区の一部を妙見坂小学校校
区へ校区変更

―
・将来的にも、各学校で適正規
模を維持することは可能と考え
られる。

・星田北6丁目次第では、星田小学校が小
規模化するおそれがある。
・他の小学校区をまたいでの通学となる地
域がある。
・地域コミュニティに大きな影響を与えるお
それがある。

校区変更
案

(6)-②

１．星田小学校区の一部を妙見坂小学校
区、旭小学校区へ校区変更
２．旭小学校区の一部を妙見坂小学校校
区へ校区変更
（３．藤が尾小学校区の一部を、星田小学
校区へ校区変更）

―
・将来的にも、各学校で適正規
模を維持することは可能と考え
られる。

・地域コミュニティに大きな影響を与えるお
それがある。

学校統合
案(16)

星田
小学校
敷地

・課題②が解消される。

・星田小学校敷地は比較的敷地面積が小
さい。
・通学距離が延びる地域がある。
（最長約2.0km）
・他の小学校区をまたいでの通学となる地
域がある。

学校統合
案(17)

妙見坂
小学校
敷地

・課題②が解消される。
・妙見坂小学校敷地は比較的敷
地面積が大きい。

・通学距離が延びる地域がある。
（最長約1.6km）（星田5丁目や星田北7丁目
などの地域では、すぐ近くにある旭小学校
を通過しての通学になる。）
・他の小学校区をまたいでの通学となる地
域がある。

学校統合
案(18)

妙見坂
小学校
敷地

・課題②が解消される。
・妙見坂小学校敷地は比較的敷
地面積が大きい。

・通学距離が2kmを超える地域がある。
（最長約2.6km）（星田4丁目や星田北6丁目
などの地域では、すぐ近くにある星田小学
校を通過しての通学となる。）
・他の小学校区をまたいでの、または、大き
く迂回しての通学となる地域がある。

学校統合
案(19)

旭
小学校
敷地

・課題②が解消される。
・隣接する旧給食センター敷地
（1.322㎡）の活用が可能。

・通学距離が2kmを超える地域がある。
（最長約2.4km）
・他の小学校区をまたいでの、または、大き
く迂回しての通学となる地域がある。

小中学校
統合案

(8)

星田小学校・妙見坂小学校・
第三中学校を統合

※星田北6丁目の影響による児童生徒数
の増加が著しい場合は、学校統合に先立っ
て旭小学校の増床が必要となる可能性が
ある。（適正規模の範囲内となるように学校
統合を実施する必要があるため。）

第三
中学校
敷地

・課題②が解消される。
・第三中学校敷地は比較的敷地
面積が大きい。

・通学距離が延びる地域がある。
（最長約1.5km）（星田5丁目や星田北7丁目
などの地域では、すぐ近くにある旭小学校
を通過しての通学となる。）
・他の小学校区をまたいでの通学となる地
域がある。

小中学校
統合案

(9)

妙見坂小学校・旭小学校・
第三中学校を統合

※星田北6丁目の影響による児童生徒数
の増加が著しい場合は、学校統合に先立っ
て旭小学校の増床が必要となる可能性が
ある。（適正規模の範囲内となるように学校
統合を実施する必要があるため。）

第三
中学校
敷地

・課題②が解消される。
・第三中学校敷地は比較的敷地
面積が大きい。

・通学距離が延びる地域がある。
（最長約2.0km）
（星田8丁目などの地域では、すぐ近くにあ
る(新）小中学校を通過しての通学となる。）
・他の小学校区をまたいでの通学となる地
域がある。

小中学校
統合案

(6)

※前述の小
中学校統合
案(6)と最終
的に同じ

星田小学校・妙見坂小学校・
旭小学校・第三中学校を統合

※星田北7丁目の影響による児童生徒数
の増加が著しい場合は、学校統合に先立っ
て旭小学校の増床が必要となる可能性が
ある。（適正規模の範囲内となるように学校
統合を実施する必要があるため。）

第三
中学校
敷地

・課題②が解消される。
・第三中学校敷地は比較的敷地
面積が大きい。
・小中一貫教育の成果を認識し
やすい教育環境が確保できる。

・（新）小中学校で、長期的に適正規模を上
回る見込みである。
・通学距離が延びる地域がある。
（最長約2.0km）

デメリット案名称

大規模開発
が見込まれ

ている
星田駅北の
小学校区

現状の課題
（星田駅北の影響によ
り、解消される見込み
の課題は、取り消し線

により記載）

学校の適正配置までの動き
統合後の
学校の
位置

メリット

（１）
星田北7丁目
⇒ 星田小学
校区

星田北6丁目
⇒ 旭小学校
区

星田北8,9丁
目
⇒ 星田or旭
小学校区

※星田北8,9
丁目には住
宅建設予定
なし

または、

（２）
星田北7丁目
⇒ 旭小学校
区

星田北6丁目
⇒ 星田小学
校区

星田北8,9丁
目
⇒ 星田or旭
小学校区

※星田北8,9
丁目には住
宅建設予定
なし

※右記の配
置案は（１）
の場合で作
成
（星田北6丁
目と7丁目で
はピーク時で
50人程度の
人数差が見
込まれてい
る。）

①
将来的な
星田小学校の
小規模化

②
将来的な
妙見坂小学校の
小規模化

③
将来的な
旭小学校の
小規模化

④
学校施設の
老朽化
（特に、星田小学
校施設の老朽化
が進んでいる。）

※④については、
学校の適正配置
を検討する際に、
校区変更や学校
統合などの時期
の検討に関わり
がある。
施設の改修につ
いては、管理計画
で検討する。

星田小学校・妙見坂小学校を統合

※星田北7丁目の影響による児童生徒数
の増加が著しい場合は、学校統合に先立っ
て星田小学校の増床が必要となる可能性
がある。（適正規模の範囲内となるように学
校統合を実施する必要があるため。）

妙見坂小学校・旭小学校を統合

※星田北6丁目の影響による児童生徒数
の増加が著しい場合は、学校統合に先立っ
て旭小学校の増床が必要となる可能性が
ある。（適正規模の範囲内となるように学校
統合を実施する必要があるため。）
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図表 第三中学校区の適正配置案（一覧表）（５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校統合
案(20)

星田
小学校
敷地

・課題①及び②が解消される。

・星田小学校敷地は比較的敷地面積が小
さい。
・通学距離が延びる地域がある。
（最長約2.0km）
・課題③が残る。

学校統合
案(21)

妙見坂
小学校
敷地

・課題①及び②が解消される。
・妙見坂小学校敷地は比較的敷
地面積が大きい。

・通学距離が延びる地域がある。
（最長約1.5km）（星田5丁目などの地域で
は、すぐ近くにある旭小学校を通過しての
通学になる。）
・課題③が残る。

学校統合
案(22)

星田
小学校
敷地

・課題①及び③が解消される。
・学校間の距離が近接している
ため、通学距離が大きく延びる
地域がない。（最長約2.2km）

・星田小学校敷地は比較的敷地面積が小
さい。
・課題②が残る。

学校統合
案(23)

旭
小学校
敷地

・課題①及び③が解消される。
・学校間の距離が近接している
ため、通学距離が大きく延びる
地域がない。（最長約1.9km）
・隣接する旧給食センター敷地
（1.322㎡）の活用が可能。

・課題②が残る。

学校統合
案(24)

妙見坂
小学校
敷地

・課題②及び③が解消される。
・妙見坂小学校敷地は比較的敷
地面積が大きい。

・通学距離が2kmを超える地域がある。
（最長約2.6km）（星田4丁目や星田6丁目な
どの地域では、すぐ近くにある星田小学校
を通過しての通学となる。）
・他の小学校区をまたいでの、または、迂
回しての通学となる地域がある。
・課題①が残る。

学校統合
案(25)

旭
小学校
敷地

・課題②及び③が解消される。
・隣接する旧給食センター敷地
（1.322㎡）の活用が可能。

・通学距離が2kmを超える地域がある。
（最長約2.4km）
・他の小学校区をまたいでの、または、迂
回しての通学となる地域がある。
・課題①が残る。

学校統合
案(26)

星田
小学校
敷地

・課題①、②及び③が解消され
る。

・通学距離が2kmを超える地域がある。
（最長約2.2km）
・星田小学校敷地は比較的敷地面積が小
さい。
・（新）小学校で一時的に適正規模を上回る
見込みである。

学校統合
案(27)

妙見坂
小学校
敷地

・課題①、②及び③が解消され
る。
・妙見坂小学校敷地は比較的敷
地面積が大きい。

・通学距離が2kmを超える地域がある。
（最長約2.6km）
・（新）小学校で一時的に適正規模を上回る
見込みである。

学校統合
案(28)

旭
小学校
敷地

・課題①、②及び③が解消され
る。
・隣接する旧給食センター敷地
（1.322㎡）の活用が可能。

・通学距離が2kmを超える地域がある。
（最長約2.1km）
・（新）小学校で一時的に適正規模を上回る
見込みである。

小中学校
統合案

(10)

星田小学校・妙見坂小学校・
第三中学校を統合

第三
中学校
敷地

・課題①及び②が解消される。
・第三中学校敷地は比較的敷地
面積が大きい。

・通学距離が延びる地域がある。
（最長約1.5km）
（星田7丁目などの地域では、すぐ近くにあ
る(新）小中学校を通過しての通学となる。）
・課題③が残る

小中学校
統合案

(11)

星田小学校・妙見坂小学校・
旭小学校・第三中学校を統合

第三
中学校
敷地

・課題①、②及び③が解消され
る。
・第三中学校敷地は比較的敷地
面積が大きい。
・小中一貫教育の成果を認識し
やすい教育環境が確保できる。

・通学距離が延びる地域がある。
（最長約2.0km）
・（新）小中学校で一時的に適正規模を上
回る見込みである。

案名称

大規模開発
が見込まれ

ている
星田駅北の
小学校区

現状の課題
（星田駅北の影響によ
り、解消される見込み
の課題は、取り消し線

により記載）

学校の適正配置までの動き

星田北6,7,8,9
丁目
⇒　藤が尾小
学校区（第四
中学校区）

※星田北8,9
丁目には住
宅建設予定
なし

①
将来的な
星田小学校の
小規模化

②
将来的な
妙見坂小学校の
小規模化

③
将来的な
旭小学校の
小規模化

④
学校施設の
老朽化
（特に、星田小学
校施設の老朽化
が進んでいる。）

※④については、
学校の適正配置
を検討する際に、
校区変更や学校
統合などの時期
の検討に関わり
がある。
施設の改修につ
いては、管理計画
で検討する。

星田小学校・妙見坂小学校を統合

星田小学校・旭小学校を統合

妙見坂小学校・旭小学校を統合

星田小学校・妙見坂小学校・
旭小学校を統合

メリット デメリット
統合後の
学校の
位置
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図表 第三中学校区の適正配置案（配置図）― 校区変更案 

 

※地区の一部を校区変更する配置案の、校区変更区域については一例です。 
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図表 第三中学校区の適正配置案（配置図）― 学校統合案 
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図表 第三中学校区の適正配置案（配置図）― 小中学校統合案 
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（３）学校適正配置の方向性 

①学校適正配置案の評価 

 各配置案は、学校適正配置の評価表により、客観的かつ多面的に評価しています。 

評価項目は４種類で、各評価項目に対して評価内容を設定しています。評価内容は校区変更案・

学校統合案・小中学校統合案に共通の内容と、学校統合案や小中学校統合案などの学校統合を行う

場合に必要があると考えられる評価内容があります。各評価内容は、評価基準を基に「◎」「○」「△」

「×」の４段階（一部の評価内容は３段階）で評価し、評価点を設定しています。 

 

 

図表 学校適正配置案の評価表（１） 

 

【１】共通評価項目・内容

校区変更案(1) 学校統合案(1) 学校統合案(3) 学校統合案(4)

校区変更内容 統合校：星小＋妙小

統合後の敷地

星小 星小 旭小

△ ◎ △ △ △

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ △ ○

○ ○ △ △ △

50 80 45 35 45
　括弧内の評価点は、※により、評価がかわった後の評価点を記載している。

【2】学校統合する場合の評価項目・内容

学校統合案(1) 学校統合案(3) 学校統合案(4)

統合校：星小＋妙小

統合後の敷地

星小 星小 旭小※2

△ △ ○

5 5 10
　括弧内の評価点は、※により、評価がかわった後の評価点を記載している。

【１】共通評価項目・内容の評価基準
傾斜
配点

×２

×1

×２

×1

【2】学校統合する場合の評価項目・内容の評価基準

星田北7丁目⇒星田小学校区
星田北6,8,9丁目⇒藤が尾小学校区

３-①
通学距離

２-①
小中一貫教育への適応

１-①
各学校の学校規模

評価内容

評価内容

星田北7丁目⇒星田小学校区
星田北6,8,9丁目⇒藤が尾小学校区

統合校：星小＋旭小

星田小学校区一部を

妙見坂小学校区、旭
小学校区へ

現状の
学校配置 統合後の敷地

２-②
学校の敷地面積

市立小中学校の1校当たりの、平均敷地面積（19,974
㎡）の120％（23,969㎡）以上の面積。

市立小中学校の1校当たりの、平均敷地面積（19,974
㎡）の80％（15,980㎡）以上、120％（23,969㎡）未満
の面積。

地域拠点として、地域住民の学校活用が現状と同程
度の頻度で可能と見込まれる。

４-①
コミュニティ施設としての

機能確保

統合後の敷地

１．適正な学校規模の確保

３．立地条件等

４．学校と地域コミュニティの
　　関連

２．良好な教育環境の確保

配置案　評価点　合計

評価内容評価項目

◎　：　特に望ましい状態　（20点） ○　：　望ましい状態　（10点）

学校規模適正化基本方針で定めた基本となる通学距
離（小学生2km以内、中学生3km以内）の範囲内であ
る。

地域拠点として、地域住民の学校活用が現状以上の
頻度で可能と見込まれる。

小学校と中学校が隣接、または、同一敷地内にあり、
教職員や児童生徒の移動がしやすい。

評価内容

◎　：　特に望ましい状態　（20点） ○　：　望ましい状態　（10点）

小学校と中学校の距離が1km未満で、比較的教職員
や児童生徒の移動がしやすい。

①通学距離

①コミュニティ施設としての機能確保

統合校：星小＋旭小

２．良好な教育環境の確保 ②学校の敷地面積※1

評価項目

将来（平成57年度）にわたって、適正な学校規模を確
保できる見込みである。

①各学校の学校規模

①小中一貫教育への適応

配置案　評価点　合計

星田北の学校区

星田北の学校区
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また、特に重要度が高いと考えられる評価内容（「各学校の学校規模」「通学距離」）については、

評価点を他の内容の２倍とする傾斜配点を設定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

星田北7丁目

⇒旭小学校区

星田北6,8,9丁目⇒

藤が尾小学校区

学校統合案(7) 学校統合案(8) 学校統合案(9) 小中学校統合案(3) 校区変更案(2)-①

統合校：星小＋妙小

＋旭小＋三中
校区変更内容

統合後の敷地

星小 妙小 旭小 三中

×※1 ×※1 ×※1 ×※1 ◎

○ ○ ○ ◎ ○

△ △ △ ○ ○

△ △ △ △ ○

25（65） 25（65） 25（65） 45（85） 80

学校統合案(7) 学校統合案(8) 学校統合案(9) 小中学校統合案(3)

統合校：星小＋妙小

＋旭小＋三中

統合後の敷地

星小 妙小 旭小
※2 三中

×※３ ○ ○ ×※４

0（5） 10 10 0（10）

星田北7丁目⇒星田小学校区
星田北6,8,9丁目⇒藤が尾小学校区

星田北7丁目⇒星田小学校区
星田北6,8,9丁目⇒藤が尾小学校区

旭小学校区の一部を星田小学校

区へ。星田小学校区の一部を妙

見坂小学校区、旭小学校区へ

統合校：星小＋妙小＋旭小

統合後の敷地

△　：　改善可能な課題がある状態　（5点）

市立小中学校の1校当たりの、平均敷地面積（19,974
㎡）の80％（15,980㎡）未満の面積。

×　：　改善困難な課題がある状態　（0点）

小・中学校設置基準（平成14年文部科学省令）に定め
る校舎・運動場面積が確保できていない。

学校規模適正化基本方針で定めた許容範囲内の通学
距離（小学生3km以内、中学生4km以内）である。

地域拠点として、地域住民の学校活用ができないと見
込まれる。

学校規模適正化基本方針で定めた通学距離の許容範
囲を超える通学距離となる地域がある。

地域拠点として、地域住民の学校活用が現状以下の
頻度になると見込まれる。

小学校と中学校の距離が2kmを超え、教職員や児童
生徒の移動がしにくい学校がある。

適正規模でない学校がある。

△　：　改善可能な課題がある状態　（5点） ×　：　改善困難な課題がある状態　（0点）

将来（平成57年度）、適正規模を確保できない見込み
の学校がある。

小学校と中学校の距離が、1km以上2km以内で、比較
的教職員や児童生徒の移動がしにくい学校がある。

統合校：星小＋妙小＋旭小

統合後の敷地

※ 学校統合案2・5・6、小中学校統合案1・2
については、教育環境上、望ましくない
デメリットを含むため、除外している。

※ 星田駅北の住宅開発に伴う児童数につい
ては、平成48年度までの推計となっている

ため、星田駅北の住宅開発地域を学校区と
する配置案の、学校規模についての評価は
見込みである。

※１ 学校の敷地面積の評価については、統合した学校の敷地
面積に対する評価。

※２ 学校統合案の旭小学校の敷地面積は、旭小学校敷地に
隣接する(旧)第三給食センターの敷地面積（1,322㎡）を合
計した21,057㎡（うち194㎡は実験地等）とする。

※３ 平成46年度以降、児童数の減少により「△」となる見込み。

※１ 平成48年度以降、児童数の減少により
「◎」となる見込み。

※４ 平成34年度以降、児童数の減少により「○」となる見込み。

※学校適正配置案の評価表については、基本的な評価項目・内容に基づく各配置案の客観的な評価を示すものであり、

評価点のみで配置を決定するものではない。 



 

92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 学校適正配置案の評価表（２） 

 

【１】共通評価項目・内容

星田北7丁目⇒星田
小学校区
星田北6,8,9丁目⇒

藤が尾小学校区

星田北6,7,8 ,9
丁目⇒旭小学
校区

星田北7丁目⇒星田小学校

区（または、旭小学校区）、星

田北6, 8 , 9丁目⇒旭小学校区

（または星田小学校区）

校区変更案(3) 小中学校統合案(6) 校区変更案(4)-① 校区変更案(6)-②

校区変更内容
統合校：星小＋妙小
＋旭小＋三中

校区変更内容 校区変更内容

統合後の敷地

三中

△ ◎ × ◎ ◎

○ ○ ◎ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ △ ○ ○

50 80 45 80 80
　括弧内の評価点は、※により、評価がかわった後の評価点を記載している。

【2】学校統合する場合の評価項目・内容

星田北6,7,8 ,9
丁目⇒星田小
学校区

小中学校統合案(6)

統合校：星小＋妙小

＋旭小＋三中

統合後の敷地

三中

×

0
　括弧内の評価点は、※により、評価がかわった後の評価点を記載している。

【１】共通評価項目・内容の評価基準
傾斜
配点

×２

×1

×２

×1

【2】学校統合する場合の評価項目・内容の評価基準

２-①
小中一貫教育への適応

１-①
各学校の学校規模

評価内容

１．適正な学校規模の確保 ①各学校の学校規模

２．良好な教育環境の確保 ①小中一貫教育への適応

配置案　評価点

◎　：　特に望ましい状態　（20点）

評価項目 評価内容

現状の
学校配置 星田小学校区の一部

を妙見坂小学校区、
旭小学校区へ

２．良好な教育環境の確保 ②学校の敷地面積※2

評価項目 評価内容

星田北6,7,8,9丁目
⇒星田小学校区

３．立地条件等 ①通学距離

４．学校と地域コミュニティの
　　関連

①コミュニティ施設としての機能確保

配置案　評価点

○　：　望ましい状態　（10点）

将来（平成57年度）にわたって、適正な学校規模を確
保できる見込みである。

小学校と中学校が隣接、または、同一敷地内にあり、
教職員や児童生徒の移動がしやすい。

小学校と中学校の距離が1km未満で、比較的教職員
や児童生徒の移動がしやすい。

学校規模適正化基本方針で定めた基本となる通学距
離（小学生2km以内、中学生3km以内）の範囲内であ
る。

３-①
通学距離

地域拠点として、地域住民の学校活用が現状以上の
頻度で可能と見込まれる。

地域拠点として、地域住民の学校活用が現状と同程
度の頻度で可能と見込まれる。

４-①
コミュニティ施設としての

機能確保

評価内容 ◎　：　特に望ましい状態　（20点） ○　：　望ましい状態　（10点）

２-②
学校の敷地面積

市立小中学校の1校当たりの、平均敷地面積（19,974
㎡）の120％（23,969㎡）以上の面積。

市立小中学校の1校当たりの、平均敷地面積（19,974
㎡）の80％（15,980㎡）以上、120％（23,969㎡）未満
の面積。

旭小学校区の一部を星田小学校

区へ。星田小学校区の一部を妙

見坂小学校区、旭小学校区へ。

星田小学校区の一部を妙見坂小

学校区、旭小学校区へ。旭小学

校区の一部を妙見坂小学校区

へ。

星田北の学校区

星田北の学校区
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学校統合案(20) 学校統合案(22) 学校統合案(23) 学校統合案(26) 学校統合案(27) 学校統合案(28) 小中学校統合案(11 )

統合校：星小＋妙小
統合校：星小＋妙小

＋旭小＋三中

統合後の敷地 統合後の敷地 統合後の敷地 統合後の敷地 統合後の敷地 統合後の敷地 統合後の敷地

星小 星小 旭小 星小 妙小 旭小 三中

△ △ △ ×※1 ×※1 ×※1 ×※1

○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎

○ △ ○ △ △ △ ○

△ △ △ △ △ △ △

45 35 45 25（65） 25（65） 25（65） 45（85）

学校統合案(20) 学校統合案(22) 学校統合案(23) 学校統合案(26) 学校統合案(27) 学校統合案(28) 小中学校統合案(11 )

統合校：星小＋妙小
統合校：星小＋妙小

＋旭小＋三中

統合後の敷地 統合後の敷地 統合後の敷地 統合後の敷地 統合後の敷地 統合後の敷地 統合後の敷地

星小 星小 旭小
※3 星小 妙小 旭小

※3 三中

△ △ ○ ×※4 ○ ○ ×※5

5 5 10 0（5） 10 10 0（10）

星田北6,7,8,9丁目⇒藤が尾小学校区

統合校：星小＋旭小 統合校：星小＋妙小＋旭小

△　：　改善可能な課題がある状態　（5点） ×　：　改善困難な課題がある状態　（0点）

将来（平成57年度）、適正規模を確保できない見込み
の学校がある。

適正規模でない学校がある。

小学校と中学校の距離が、1km以上2km以内で、比較
的教職員や児童生徒の移動がしにくい学校がある。

小学校と中学校の距離が2kmを超え、教職員や児童
生徒の移動がしにくい学校がある。

学校規模適正化基本方針で定めた許容範囲内の通学
距離（小学生3km以内、中学生4km以内）である。

学校規模適正化基本方針で定めた通学距離の許容範
囲を超える通学距離となる地域がある。

地域拠点として、地域住民の学校活用が現状以下の
頻度になると見込まれる。

地域拠点として、地域住民の学校活用ができないと見
込まれる。

△　：　改善可能な課題がある状態　（5点） ×　：　改善困難な課題がある状態　（0点）

市立小中学校の1校当たりの、平均敷地面積（19,974
㎡）の80％（15,980㎡）未満の面積。

小・中学校設置基準（平成14年文部科学省令）に定め
る校舎・運動場面積が確保できていない。

星田北6,7,8,9丁目⇒藤が尾小学校区

統合校：星小＋旭小 統合校：星小＋妙小＋旭小

※ 校区変更案2-②・4-②・5・6-①、学校統合案10・11・12・13・
14・15・16・17・18・19・21・24・25、小中学校統合案4・5・7・
8・9・10については、教育環境上、望ましくないデメリット を
含むため、除外している。

※ 星田駅北の住宅開発に伴う児童数については、平成48
度までの推計となっているため、星田駅北の住宅開発地
域を学校区とする配置案の、学校規模についての評価は
見込みである。

※１ 平成38年度以降、児童生徒数の減少により、「◎」となる
見込み。

※２ 学校の敷地面積の評価については、統合した学校の
敷地面積に対する評価。

※３ 学校統合案の旭小学校の敷地面積は、旭小学校敷地に
隣接する(旧)第三給食センターの敷地面積（1,322㎡）を合
計した21,057㎡（ うち194㎡は実験地等）とする。

※４ 平成35年度以降、児童生徒数の減少により、「△」となる
見込み。

※5 平成33年度以降、児童生徒数の減少により、「○」となる
見込み。
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②学校適正配置の方向性 

学校適正配置の評価表では、校区変更案（１）・（２）－①・（３）・（４）－①・（６）－②がそれ

ぞれ 80点と高い評価点となっています。学校統合案では、（７）・（８）・（９）・（26）・（27）・（28）

が※１に記載の年度以降では 65 点の評価点となる見込みとなっています。小中学校統合案では、

小中学校統合案（３）・（11）が※１に記載の年度以降では、85点と高い評価点となる見込みとな

っています。 

第三中学校区の学校適正配置は、学校適正配置の考え方にも記載のとおり、大規模住宅開発の見

込まれている星田駅北地域の望ましい学校区とあわせて考える必要があります。しかしながら、星

田駅北地域の住宅開発については、まだ土地利用計画や住宅開発の戸数などが確定したものではな

いため、当該住宅開発がさらに確かなものとなった時点で、すみやかに再度、学校区とあわせて将

来に向けた望ましい学校適正配置を検討することとし、当該住宅開発の影響を受けない妙見坂小学

校区では、今後も児童数の減少が見込まれることなどから、適切な時期に学校規模適正化の方策を

実施することとします。 

 加えて、学校区と地区の境界が一致していない地域についても、学校規模適正化の方策を実施し

ていく中で、あわせて考えることとします。 

 

 

※星田駅北地域の住宅開発地域の学校区については、平成 16年度学校教育審議会への諮問案件「交野市立小学校の校区

の一部見直しについて」に対する、学校教育審議会からの中間答申（平成 19年）では、藤が尾小学校区への異動を想

定した星田北地域について、星田北６～９丁目を検討対象地域（当時は星田小学校区）としていますが、星田北７丁目

については、通学距離による児童への負担や通学の安全性の観点から、引き続き星田小学校区としています。一方、星

田北６、８、９丁目については、藤が尾小学校区としたものの、星田北６丁目については一部に通学距離等の問題があ

るため、今後の開発状況を見据え、配慮を要する地域とし道路アクセス等が明確になった時点で再度検討することが望

ましいとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


